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令和7年度の小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請の受付を6/9㈪から7/25
㈮まで行います。※土日祝日は除く
申請場所は各県保健所になります。
▶�場所：朝霞保健所
▶�対象：現在受給者証をお持ちで引き続き
治療が必要な20歳未満の方の保護者
▶�申込み：6/9 ㈪～ 7/25 ㈮までに
下記に電話で申し込み。

問��朝霞保健所☎ 048-461-0468

令和７年６月から事業者に熱中症を生
ずるおそれがある作業を行う際におけ
る「早期発見のための体制整備」「重
篤化を防止するための措置の実施手順
の作成」及び「関係作業者への周知」
の措置が罰則付きで義務付けられま
す。また５月から９月までは STOP!
熱中症クールワークキャンペーン期間
となっています。詳しくは、埼玉労
働局労働基準部健康安全課（☎ 048-
600-6206）又は最寄りの労働基準監
督署へお尋ねください。
問��埼玉労働局労働基準部健康安全課
　☎�048-600-6206

子どもの情報は
こちら！

三芳町の子育て

地域で活動する公益的な市民活動に
対し、補助金を交付します。
▶�対象事業：公益上必要がある事業
とそれを行う団体（補助金交付基
準に基づく）
▶�対象団体：営利を目的としない、
公益の増進に寄与する任意団体ま
たはNPO法人
▶�補助額：補助対象経費総額の 1/10
から 1/2

▶応募方法：➊～➏を政策推進室へ提出。
　（�➊三芳町公募補助金申請書➋申請
内容の概要書➌収支予算決算資料
➍団体規約➎構成員の名簿➏活動
内容を確認できる資料）

※�希望団体には申請手続き、採択基
準等を個別に説明しますのでご連
絡下さい。
▶�応募期間：6/2㈪～8/4㈪
※�書式・パンフレット・要綱等は町
ホームページ・役場 4階政策推進
室・公民館で配布。

問�政策推進室政策推進担当内422～424

団体活動補助金の募集
～三芳町公募補助金～

子ども大学みよし
入学生募集

小児慢性特定疾病医療費
支給継続申請受付期間

熱中症対策に係る
省令改正

住民の皆さんと町長が、町の抱える
テーマについて気軽に話し合う場です。
※徒歩や自転車でご来場ください。
▶日程・場所

�上…上富　北…北永井　藤…藤久保　
竹…竹間沢　み…みよし台
問�政策推進室政策推進担当内 423

町長と語り合う
まちづくり懇話会開催

日程 時間 行政区 開催場所

6/21 ㈯

10:00～
11:30 藤 1 区 藤久保第 1 区

第 2 集会所

13:00～
14:30 藤 3 区 藤久保第 3 区

第 2 集会所

15:30～
17:00 北 1 区 北永井第 1 区

集会所

18:00～
19:30 竹 1区 竹間沢第 1 区

集会所

6/22 ㈰

10:00～
11:30 み 1区 みよし台第1区

集会所

13:00～
14:30 北 2区 北永井第 2 区

集会所

15:30～
17:00 藤 4区 藤久保第 4 区

集会所

6/28 ㈯

10:00～
11:30 藤 6区 藤久保第 6 区

集会所

13:00～
14:30 上 1区 上富第 1 区

集会所

15:30～
17:00 上 2区 農業センター

18:00～
19:30 上 3区 上富第 3 区

第 1 集会所

6/29 ㈰

10:00～
11:30 藤 2区 藤久保第 2 区

集会所

13:00～
14:30 北 3区 北永井第 3 区

集会所

15:30～
17:00 藤 5区 藤久保第 5 区

第 2 集会所

戸籍への
振り仮名記載開始
令和7年5月26日付けで改令和7年5月26日付けで改
正正戸籍法が戸籍法が施行し、戸籍に振
り仮名が記載されます。本籍

地の市区町村から戸籍に記載される予
定の氏名の振り仮名の通知が届きます。
※本籍が三芳町の人は6月末頃発送予定。
6�❶�通知の振り仮名が合っている場合
手続き不要。通知のとおり戸籍に記載。
※�なお、早期に戸籍への記載を希望する
場合は、正しい場合でも届出は可能です。
�❷�通知の振り仮名が異なっている場合
手続き必須。書面またはマイナポータ
ルで可能です。
▶�届出の種類：氏および名の振り仮名
▶�届出できる人：氏の届出は、原則筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、そ
の配偶者。配偶者も除籍されている場
合は、同じ戸籍にいる子が届出人です。
名の届出は、既に戸籍に記載されてい
る人それぞれが届出人です。
▶�届出方法：令和 8年 5月 25 日㈪ま
でにマイナポータルや届出人の住所
地または本籍地に書面（住民課窓口、
町HP、法務省HPで入手）で届出。
※届出の際に振り仮名を確認する書
面（旅券や預金通帳等）の提示を求
める場合があります。
※�令和７年５月２６日以降、出生等により
初めて戸籍に記載される人は、この届
出時の振り仮名が戸籍に記載されます。
問�法務省振り仮名コールセンター
　☎0570-05-0310（8:30～17:15）
※�開設期間：令和７年 5月 26日㈪～
令和８年５月 26日㈫

※平日のみ（12/30㈫～1/2㈮は除く）

全世帯対象

東入間交通安全協会では東入間警察
署の協力を得て、令和 6 年６月１
日現在で優良運転者（過去５・10・
15・20・25・30・35・40・45・
50・55年間無事故・無違反の該当者）
に、東入間交通安全協会会員の表彰
を行います。申請書、無事故・無違
反証明申請用紙は協会事務局に用意
してあります。
▶申請期間：6/2 ㈪～ 8/29 ㈮
▶日程：10/18 ㈯
▶�場所：中央公民館
問��東入間交通安全協会事務局
　(東入間警察署内 )☎ 264-0991

優良運転者表彰

マイナンバーカード
個人宅へ出張申請

自宅へ職員が伺い、顔写真撮影とマイ
ナンバーカードの申請を行います。
▶�日時：6/11 ㈬、6/26 ㈭
　各日9:30～11:30/14:30～16:30
▶�対象：➊～➐次の条件を満たす人
　�➊三芳町に住民登録がある人➋ 75歳
以上の人もしくは障がいがある人、要
介護認定を受けた人等で外出が困難
な人➌申請後、2カ月以内に三芳町か
ら転出する予定のない人➍郵便局で転
送の手続きをしていない人➎暗証番号
の入力を町職員が代行しても差し支え
ない人➏町職員が写真撮影を行うこと
に了承いただける人➐町職員がオンラ
イン申請を行うことに了承できる人
▶持ち物：①本人確認書類
　�【1点で可】官公署発行の顔写真付き
の書類（運転免許証・パスポートなど）
　�【2点必要】顔写真がない書類（健
康保険証または資格確認書・預金通
帳・年金手帳・学生証など）
　②通知カード（持っている人のみ）
▶申込み：下記窓口か電話で申し込み。
問�住民課住民担当内 142～ 146

男女共同参画社会基本法が制定された
平成 11年 6月 23日にちなみ、毎年
6月 23 ～ 29 日を ｢男女共同参画週
間｣ としています。男女共同参画社会
とは男性と女性が互いに人権を尊重し
つつ責任も分かち合い、性別にかかわ
りなく、その個性と能力を十分に発揮
することができる社会のことです。

誰でも、どこでも、自分らしく

▶�テーマ：「わたしたちは性犯罪・性
暴力を許さない」

▶�日時：6/21㈯～29㈰9:00～22:00
▶�場所：藤久保公民館ロビー

▶�日時：6/17㈫～29㈰9:00～18:00
※月曜休館・土日は 18:00 まで
▶�場所：中央図書館
問�総務課人権・庶務担当内 404

男女共同参画週間

�▼�テーマ

�▼�男女共同参画パネル展

�▼�男女共同参画図書の展示

第 12回特別弔慰金が
支給されます

戦後 80周年に当たり、今日の我が国
の平和と繁栄の礎となった戦没者等の
尊い犠牲に思いをいたし、国として改
めて弔慰の意を表するため、戦没者等
のご遺族に特別弔慰金を支給します。
▶�支給対象者：令和7年4月1日 (基
準日 )時点で、「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金」等を受ける人
(戦没者等の妻や父母等 )がいない場
合、最先順位のご遺族お一人に支給。
▶�支給内容：額面 27 万 5 千円 (5 年
償還の記名国債 )
▶�請求期限：令和10年3月31日まで
�問�福祉課福祉支援担当内 175

大学教授や様々な分野で活躍する専門
家が分かりやすく教えてくれて、体験
しながら学ぶ、子どものための「子ど
も大学みよし」を開校します。
▶�日 時：7/5 ㈯、19 ㈯、8/23 ㈯、
9/20㈯、10/4㈯、11/29㈯
▶�参加費：1,000円（全6回分）
▶�対象：町内在住小学生（4～ 6年生）
▶�定員：35人（定員を超えた場合は抽選）
▶�申込み：6/20 ㈮までに申し込み
フォーム（上記コード）または申請書（各
公民館、学校で配布）に記入して中央・民館、学校で配布）に記入して中央・
藤久保・竹間沢公民館窓口に提出。藤久保・竹間沢公民館窓口に提出。

問��中央公民館☎ 258-0050��中央公民館☎ 258-0050

・アダルトサイトのワンクリック請求
・不審なハガキやメールなどの架空請求
・�消費者と事業者間の苦情契約のト
ラブルや架空請求など「おかしい
な」と思ったら迷わず相談してく
ださい（電話相談可）。
▶�日時：10:00 ～ 16:00
※ 12:00 ～ 13:00 は除く
▶�場所：役場 2階消費生活センター
問�観光産業課商工観光担当内 215

消費生活相談を
ご利用ください

第 32回 みよしまつり
花火等協賛金・募金

今年度も9/6㈯にみよしまつり開催決定。
▶�協賛：１口�10,000�円とし�10口まで
▶�特典：【7/4�㈮までの協賛】10�口で
チラシ等への掲載【7/25 ㈮までの
協賛】町ホームページへの掲載
　・当日の招待と会場内掲示板への掲載
　・後日発行の記録集への掲載
▶�協賛方法：公民館にある振込依頼書
で送金。または、ご連絡で担当者が
集金します。
▶�募金：町内協力店舗窓口、町内各公
共施設、三芳町商工会窓口に募金箱
を設置。

問�自治安心課自治協働・防犯担当内268・269

◀ LINE◀ X

三芳町
公式

SNS でもSNS でも
情報発信中！情報発信中！


